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1. 概要 

 東海第二発電所の新規制基準対応のひとつである重大事故等対処施設の設置の工事に伴い残土

が発生する。この残土については，当面の措置として敷地北側に残土置場（以下「北用地の残土

置場」という。）を造成することで対応する。 

 北用地の残土置場については，防潮堤の外側となり，津波の伝搬経路上に位置することから，

津波の遡上・浸水域の評価に影響を及ぼす可能性のある人工構造物となる。 

 また，敷地北側の津波の伝搬経路上には，日本原子力研究開発機構の施設があり，津波防護と

して防護壁等を設置する計画となっている。さらに，東海発電所の廃止にともない発生する低レ

ベル放射性廃棄物を埋設処分する第二種埋設事業施設（審査中）を設置する計画となっている。 

 本資料では，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事計画（以下

「工事計画（平成 30 年認可）」という。）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説

明書」に示される耐津波設計に対して，以上に示した北用地の残土置場，日本原子力研究開発機

構の施設に対する防護壁等（以下「ＪＡＥＡ施設の防護壁」という。）及び第二種廃棄物埋設事

業施設（以下「Ｌ３施設」という。）の設置にともなう耐津波設計への影響を評価する。ただし，

特定重大事故等対処施設に対する耐津波設計への影響評価については，特定重大事故等対処施設

が追加された前提で影響評価を実施する。 

 

2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 

 設計基準対象施設は，その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

津波（以下「基準津波」という。）に対してその安全性が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

2.1 基本事項 

(1) 敷地の地形及び施設・設備並びに敷地周辺の人工構造物 

ａ．敷地の地形及び施設・設備 

 東海第二発電所の敷地の位置及び敷地周辺の地形については，工事計画（平成 30 年認可）

の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」によるものとする。 

 敷地内の施設については，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力

津波の設定」によるものとするが，北用地の残土置場の造成並びにＪＡＥＡ施設の防護壁及

びＬ３施設の設置を考慮する。 

 北用地の残土置場は，天端高さ T.P.＋27.0m，縦横長さ約 190m×約 250m の盛土状に造成

する。ＪＡＥＡ施設の防護壁は，天端高さ T.P.＋9.1m～T.P.＋10.6m の防護壁となり，ＪＡ

ＥＡ施設（廃棄物保管棟・Ⅰ，廃棄物保管棟・Ⅱ及び保管廃棄施設・ＮＬ）を取囲む形状で

設置されている。Ｌ３施設は，地下に設置される縦横長さ約 100m×約 80m の施設であり，

地上部は高さ 2m 以上の覆土で覆われる。 

 現状での北用地の残土置場，ＪＡＥＡ施設の防護壁及びＬ３施設の施工（計画）の状況と

して，第 2.1－1 図に，北用地の残土置場，ＪＡＥＡ施設の防護壁及びＬ３施設の配置及び

構造の概要を示す。 
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ｂ．敷地周辺の人工構造物 

 敷地周辺の人工構造物については，工事計画（平成 30年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

3 入力津波の設定」によるものとする。 

(2) 入力津波の設定 

ａ．考慮事項 

 入力津波の設定において，水位変動，地殻変動，地盤変状及び人工構造物の影響を考慮し

ている。工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」では，

これらの考慮事項について，以下に示すとおり考慮したうえで入力津波高さを設定している。 

 水位変動として，朔望平均潮位及び潮位のばらつきを考慮している。上昇側の入力津波で

の水位変動としては，朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m 及び潮位のばらつき 0.18m を考慮してい

る。下降側の入力津波での水位変動としては，朔望平均干潮位 T.P.－0.81m 及び潮位のばら

つき 0.16m を考慮している。 

 地殻変動として，茨城県沖から房総沖におけるプレート間に想定される地震による広域的

な地殻変動及び広域的な余効変動を含む 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変動を考

慮している。上昇側の入力津波の地殻変動としては，茨城県沖からプレート間に想定される

地震による広域的な地殻変動量として 0.31m の沈降と広域的な余効変動を含む 2011 年東北

地方太平洋沖地震による地殻変動量として 0.2m の沈降を考慮している。下降側の入力津波

の地殻変動としては，茨城県沖からプレート間に想定される地震による広域的な地殻変動及

び広域的な余効変動を含む 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変動は考慮しない。 

 地盤変状としては，基準地震動Ｓｓに伴う地盤沈下の有無による津波高さへの影響を遡上

解析において考慮し，入力津波を設定している。基準地震動Ｓｓに伴う地盤沈下については，

工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」によるものとす

る。 

 津波高さに影響を及ぼす可能性のある人工構造物として，東海港，茨城港日立港区及び茨

城港常陸那珂港区の防波堤の有無による津波高さへの影響を遡上解析において考慮し，入力

津波を設定している。 

 その他，防潮堤ルート変更による影響についても考慮し，防潮堤ルート変更前後のそれぞ

れについて算定された数値を安全側に評価した値を入力津波高さとして設定している。 

 第 2.1－1 表に，入力津波の設定での考慮事項の一覧を示す。 
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第 2.1－1表 入力津波の設定での考慮事項 

項目 上昇側 下降側 

水位変動 

朔望平均潮位 考慮する 

満潮位 T.P.＋0.61m 

考慮する 

干潮位 T.P.－0.81m 

潮位のばらつき 考慮する 

0.18m 

考慮する 

0.16m 

地殻変動 

茨城県沖から房総沖に想定するプ

レート間地震に想定される広域的

な地殻変動量 

考慮する 

0.31m の沈降 

考慮しない 

広域的な地殻変動を含む 2011年東

北地方太平洋沖地震による地殻変

動量 

考慮する 

0.2m の沈降 

考慮しない 

地盤変状 

基準地震動Ｓｓに伴う地盤変状 考慮する 

地盤変状（沈下）の

有無 

－＊ 

人工 

構造物 

東海港，茨城港日立港区及び茨城

港常陸那珂港区の防波堤 

考慮する 

防波堤の有無 

考慮する 

防波堤の有無 

＊ 下降側については，残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水系ポンプ及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非常用海水ポンプ」という。）の取

水性評価に適用し，管路解析による取水ピットの水位にて評価する。管路解析においては，基本

ケースとなる地盤変状なしの状態の入力値により解析を実施している。 

 

ｂ．遡上解析モデル 

 遡上解析モデルについては，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入

力津波の設定」によるものとする。 

 ただし，北用地の残土置場の影響を評価するため，北用地の残土置場，ＪＡＥＡ施設の防

護壁及びＬ３施設（以下「北用地の残土置場等」という。）の形状を反映した遡上解析モデ

ルについても，解析を実施する。また，北用地の残土置場については，基準地震動Ｓｓで崩

壊する可能性があることから，北用地の残土置場が崩壊した形状を考慮した解析も実施する。

（第 2.1－1 図に示す北用地の残土置場等の解析モデルへの反映状況の確認については，添

付－1 のとおり。また，北用地の残土置場が崩壊した場合の形状については，添付－2 に示

す。） 

 第 2.1－2 図に北用地の残土置場，ＪＡＥＡ施設の防護壁及びＬ３施設がある場合とない

場合の解析モデル並びに北用地の残土置場が崩壊した場合の敷地及び敷地近傍の解析モデル

を示す。 
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北用地の残土置場：なし 

ＪＡＥＡ施設の防護壁：なし（施設：なし） 

Ｌ３施設：なし 

北用地の残土置場：あり 

ＪＡＥＡ施設の防護壁：あり（施設：あり） 

Ｌ３施設：あり 

北用地の残土置場：崩壊 

ＪＡＥＡ施設の防護壁：なし（施設：あり） 

Ｌ３施設：あり 

北用地の残土置場 ＪＡＥＡ施設の防護壁 

Ｌ３施設 

第 2.1－2図 遡上解析モデル（北用地の残土置場，ＪＡＥＡ施設及びＬ３施設の反映） 

（北用地の残土置場等がない場合） 

（北用地の残土置場等がある場合） （北用地の残土置場が崩壊した場合） 
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ｃ．敷地周辺の遡上・浸水域の評価 

 北用地の残土置場，ＪＡＥＡ施設の防護壁及びＬ３施設がない場合の遡上解析結果につい

ては，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」に示され

るとおり，遡上波の最大水位（防潮堤前面）は，敷地前面東側においては「防波堤なし，地

盤変状（沈下）なし」の組合せで最高水位 T.P.＋17.7m，敷地側面北側においては「防波堤

なし，地盤変状（沈下）なし」の組合せで最高水位 T.P.＋12.0m，敷地側面南側においては

「防波堤なし，地盤変状（沈下）あり」の組合せで最高水位 T.P.＋16.6m となった。（第

2.1－3 図に，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」に

示されている解析結果（最大水位上昇量分布）を示す。） 

 北用地の残土置場，ＪＡＥＡ施設の防護壁及びＬ３施設（以下「北用地の残土置場等」と

いう。）がある場合については，敷地側面北側の水位への影響が大きいと考えられることか

ら，敷地側面北側で最高水位を示す「防波堤なし，地盤変状（沈下）なし」の組合せにて，

北用地の残土置場等の影響を評価する。 

 北用地の残土置場等がある場合の遡上解析結果は，北用地の残土置場及びＪＡＥＡ施設の

防護壁の東側の最大水位上昇量が高くなる傾向となった。これに伴い防潮堤前面（敷地側面

北側）の最大水位も高くなり，T.P.＋13.3m となった。なお，敷地前面東側及び敷地側面南

側の最大水位上昇量分布の傾向が同じであり，防潮堤前面（敷地前面東側）及び防潮堤前面

（敷地側面南側）の水位も変わりなく，北用地の残土置場等の影響を受けていない結果とな

った。 

 北用地の残土置場が崩落した場合の遡上解析結果は，北用地の残土置場がある場合と同様

に，北用地の残土置場及びＪＡＥＡ施設の東側の最大水位上昇量が高くなる傾向となった。

これに伴い，防潮堤前面（敷地側面北側）の最大水位も高くなり，T.P.＋14.5m となった。

なお，敷地前面東側及び敷地側面南側の最大水位上昇量分布の傾向が同じであり，敷地側面

北側と敷地前面東側の境界付近でわずかに水位の差が生じているが，防潮堤前面（敷地前面

東側）及び防潮堤前面（敷地側面南側）の大部分の水位も変わりなく，北用地の残土置場等

の影響を受けていない結果となった。 

 遡上解析結果として，第 2.1－4 図に北用地の残土置場等がある場合と北用地の残土置場

等がない場合，第 2.1－5 図に北用地の残土置場が崩壊した場合と北用地の残土置場等がな

い場合をそれぞれ比較する形で，防潮堤前面（敷地側面北側）及び防潮堤前面（敷地前面東

側）の水位が最大となる「防波堤なし，地盤変状（沈下）なし」での最大水位上昇量及び防

潮堤前面の津波高さを示す。また，参考に，第 2.1－6 図に北用地の残土置場等がある場合

と北用地の残土置場等がない場合，第 2.1－7 図に北用地の残土置場が崩壊した場合と北用

地の残土置場等がない場合をそれぞれ比較する形で，防潮堤前面（敷地側面南側）の水位が

最大となる「防波堤なし，地盤変状（沈下）あり」での最大水位上昇量分布及び防潮堤沿い

の水位を示す。 

 津波の流速は，北用地の残土置場等がある場合でも，敷地前面海域では最大流速 6.59m／

s，防潮堤近傍では敷地側面北側で最大流速 10.71m／s となり，北用地の残土置場等がない

場合と変化がなく，11.0m／s の設定の変更の必要は生じず，北用地の残土置場等の影響を

受けない結果となった。また，北用地の残土置場が崩壊した場合においても，敷地前面海域
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では最大流速 6.59m／s，防潮堤近傍では敷地側面北側で最大流速 10.71m／s となり，北用

地の残土置場等がない場合と変化がなく，11.0m／s の設定の変更の必要は生じず，北用地

の残土置場等の影響を受けない結果となった。第 2.1－8 図に，最大流速の発生位置を示す。 

 なお，北用地の残土置場等がある場合，北用地の残土置場が崩壊した場合とも，北用地の

残土置場等がない場合と同じく，津波が久慈川流域及び新川流域に沿って遡上するが，防潮

堤内側への流入はなく，河川からの廻り込みによる影響はない結果となった。 

 添付－3 に，北用地の残土置場等がない場合とある場合及び北用地の残土置場が崩壊した

場合の流速ベクトル分布を示す。 

 北用地の残土置場等がない場合の港湾内の局所的な海面の固有振動の励起については，設

置許可申請書の「添付書類八 1.4 耐津波設計 1.4.1 設計基準対象施設の耐津波設計 

1.4.1.1 耐津波設計の基本方針 (3) 入力津波の設定」に示すとおり最高水位分布及び時

刻歴波形での水位分布や水位変動の傾向から，局所的な海面の固有振動の励起は生じていな

いとしている。北用地の残土置場等がある場合については，第 2.1－9 図に示すとおり，北

用地の残土置場等がない場合と港湾内及び港湾周辺海域の最高水位分布に有意な差がない。

また，北用地の残土置場等がある場合とない場合で最大水位分布の差がみられないことから，

港湾内の水位変動の傾向も北用地の残土置場等がない場合と同様の傾向になると考えられる。

このため，北用地の残土置場等がある場合についても港湾内の局所的な海面の固有振動の励

起は生じていないと考えられる。 

 なお，敷地内の遡上波の最大水位を示す防潮堤前面（敷地前面東側）の水位に変化はない

ため，北用地の残土置場等の設置による基準津波の策定への影響はない。 
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第 2.1－3図 遡上解析結果（最大水位上昇量分布） 

（工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」より） 
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   ：北用地の残土置場等がない場合 

   ：北用地の残土置場等がある場合 

T.P.＋13.3m T.P.＋17.7m T.P.＋15.4m

T.P.＋12.0m

T.P.＋17.7m 

T.P.＋15.4m

敷地側面北側 敷地側面南側 敷地前面東側 

第 2.1－4図 遡上解析結果（北用地の残土置場等がある場合とない場合の比較） 

（北用地の残土置場等がある場合） （北用地の残土置場等がない場合） 

[防波堤なし，地盤変状（沈下）なし] 
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第 2.1－5図 遡上解析結果（北用地の残土置場が崩壊した場合と 

北用地の残土置場等がない場合の比較） 

敷地側面北側 敷地側面南側 敷地前面東側 

T.P.＋14.5m T.P.＋17.7m T.P.＋15.4m

T.P.＋12.0m

T.P.＋17.7m 

T.P.＋15.4m

（北用地の残土置場が崩壊した場合） （北用地の残土置場等がない場合） 

[防波堤なし，地盤変状（沈下）なし] 

   ：北用地の残土置場等がない場合 

   ：北用地の残土置場が崩壊した場合 
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敷地側面北側 敷地側面南側 敷地前面東側 

   ：北用地の残土置場等がある場合 

T.P.＋16.6m

第 2.1－6図 遡上解析結果（敷地側面南側の北用地の残土置場等 

がある場合とない場合の比較） 

（北用地の残土置場等がある場合） （北用地の残土置場等がない場合） 

[防波堤なし，地盤変状（沈下）あり] 
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第 2.1－7図 遡上解析結果（敷地側面南側の北用地の残土置場が崩壊した場合 

と北用地の残土置場等がない場合の比較） 

（北用地の残土置場が崩壊した場合） （北用地の残土置場等がない場合） 

[防波堤なし，地盤変状（沈下）あり] 

敷地側面北側 敷地側面南側 敷地前面東側 

   ：北用地の残土置場が崩壊した場合 

T.P.＋16.6m
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第 2.1－8図 津波の最大流速の発生位置 

（敷地前面） 

（防潮堤近傍） 

・：津波の流速の評価位置 

北用地の残土置場等がない場合 ：6.59m／s 

北用地の残土置場等がある場合 ：6.59m／s 

北用地の残土置場が崩壊した場合：6.59m／s 

北用地の残土置場等がない場合 ：10.71m／s

北用地の残土置場等がある場合 ：10.71m／s

北用地の残土置場が崩壊した場合：10.71m／s
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ｄ．入力津波の設定 

(a) 遡上波による入力津波 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-

2-2-3 入力津波の設定」に示されるとおり，防潮堤前面（敷地側面北側）では，「防波

堤なし，地盤変状なし」の組合せで最高水位 T.P.＋12.0m（朔望平均満潮位，茨城県沖か

ら房総沖におけるプレート間に想定される地震による広域的な地殻変動及び広域的な余効

変動を含む 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変動を考慮）となり，これに潮位の

ばらつきを考慮すると T.P.＋12.2m となった。一方，防潮堤ルート変更前の入力津波高さ

は T.P.＋15.4m だったことから，これを下回らにように，防潮堤前面（敷地側面北側）の

入力津波高さを T.P.＋15.4m と設定した。 

 北用地の残土置場等がある場合の防潮堤前面（敷地側面北側）での朔望平均満潮位，茨

城県沖から房総沖におけるプレート間に想定される地震による広域的な地殻変動，広域的

な余効変動を含む 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変動及び潮位のばらつきを考

慮した津波高さは，T.P.＋13.5m となった。また，北用地の残土置場が崩壊した場合の防

潮堤前面（敷地側面北側）での朔望平均満潮位，茨城県沖から房総沖におけるプレート間

に想定される地震による広域的な地殻変動，広域的な余効変動を含む 2011 年東北地方太

平洋沖地震による地殻変動及び潮位のばらつきを考慮した津波高さは，T.P.＋14.7m とな

った。 

 北用地の残土置場等がある場合の津波高さ及び北用地の残土置場が崩壊した場合の津波

高さとも北用地の残土置場等がない場合に設定した入力津波高さ T.P.＋15.4m を下回り，

入力津波高さの設定には北用地の残土置場等の影響がない。 

 なお，防潮堤前面（敷地前面東側）及び防潮堤前面（敷地側面南側）については，「ｃ．

敷地周辺の遡上・浸水域の評価」に示すとおり，北用地の残土置場等の影響はなく，最高

水位の変化はないため，入力津波高さの変更はない。 

 第2.1－2表に，入力津波高さと各遡上解析結果の一覧を示す。また，第2.1－10図に，

防潮堤前面（敷地側面北側）の時刻歴波形を示す。 
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＊１ 朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m，広域的な余効変動を含む 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻

変動量（沈降）0.2m 及び茨城県沖から房総沖におけるプレート間に想定される地震による広域的な

地殻変動量（沈降）0.31m を考慮している。 

＊２ 潮位のばらつきを示す。 

第 2.1－10 図 防潮堤前面（敷地側面北側）の時刻歴波形 
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(b) 経路からの津波による入力津波 

 北用地の残土置場等がない場合の経路からの津波による入力津波については，工事計画

（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」に示されるとおり，流

入経路を特定し，その流入経路の前面において，遡上解析により算定した津波高さを入力

条件として，閉水路及び管路において非定常管路流の連続式及び運動方程式を使用した管

路解析により算定する。 

 具体的には，取水ピットの津波高さについては，取水口から取水ピットに至る系をモデ

ル化し，取水口前面の津波高さを入力条件として算定している。放水路ゲート設置箇所の

津波高さについては，放水口から放水路ゲートに至る系をモデル化し，放水口前面の津波

高さを入力条件として算定している。ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの津

波高さは，ＳＡ用海水ピット取水塔からＳＡ用海水ピットを経て緊急用海水ポンプピット

に至る系をモデル化し，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所の津波高さを入力条件として算

定している。 

 このため，管路解析の入力条件となる取水口前面，放水口前面及びＳＡ用海水ピット取

水塔設置箇所の津波高さに対して，北用地の残土置場等がある場合とない場合の比較をす

ることにより，経路からの津波による入力津波への影響を確認する。 

 第 2.1－3 表に示すとおり，取水口前面，放水口前面，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇

所とも，遡上解析により算定した津波高さの最高水位には変化がなく，第 2.1－11 図に示

すとおり，時刻歴波形の挙動に有意な変化はないことから，管路解析により算定した取水

ピット，放水路ゲート設置箇所，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットへの津波

高さへの影響はないと考えられる。このため，北用地の残土置場等による取水ピット，放

水路ゲート設置箇所，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの入力津波高さへの

影響はないものと考える。 

 

第 2.1－3表 管路解析における各入力箇所の最高水位 

管路解析の入力箇所 
北用地の残土置場等 

がない場合 

北用地の残土置場等 

がある場合 

取水口前面 T.P.＋14.9m T.P.＋14.9m 

放水口前面 T.P.＋14.6m T.P.＋14.6m 

ＳＡ用海水ポンプピット設置箇所 T.P.＋14.7m T.P.＋14.7m 

＊ 記載した最高水位は，朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m，広域的な余効変動を含む 2011 年東北地

方太平洋沖地震による地殻変動量（沈降）0.2m 及び茨城県沖から房総沖におけるプレート間に

想定される地震による広域的な地殻変動量（沈降）0.31m（沈降）0.31m 及び潮位のばらつき

0.18m を考慮している。 

  

23



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（取水路前面） 

（放水路前面） 

（ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所） 

＋
＋
＋
＋

水
位

(T
.
P.

 
m)

 

＋
＋
＋
＋

水
位

(T
.
P.

 
m)

 

＋
＋
＋
＋

水
位

(T
.
P.

 
m)

 

：北用地の残土置場等がない場合 

：北用地の残土置場等がある場合 

第 2.1－11 図 北用地の残土置場等がある場合とない場合の時刻歴波形の比較 
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2.2 敷地への流入防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入防止 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，設計基準対象施設の

津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が設置される敷地の高さは，T.P.＋3m，T.P.＋8m

及び T.P.＋11m であり，基準津波による遡上波が到達，流入するため，敷地前面東側において

は天端高さ T.P.＋20m の防潮堤及び防潮扉，敷地側面北側においては天端高さ T.P.＋18m の防

潮堤，敷地側面南側においては天端高さ T.P.＋18m の防潮堤及び防潮扉を設置することにより，

基準津波が到達，流入しない設計としている。 

 「2.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，北用地の残土置場等がある場合に

おいても，防潮堤前面の入力津波の設定の変更はない。このため，北用地の残土置場等がある

場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津

波防護対象設備への影響評価」に示す遡上波の地上部からの到達，流入防止の評価の変更はな

く，津波防護対策にも変更はないため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 

(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，津波の流入の可能性

のある経路を特定し，津波防護施設及び浸水防止設備を設置することにより，設計基準対象施

設の津波防護対象設備を設置する敷地並びに設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

建屋及び区画への津波の流入を防止する設計としている。 

 「2.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，北用地の残土置場等がある場合に

おいても，取水ピット，放水路ゲート設置箇所，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピッ

トの入力津波の設定の変更はない。このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工

事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への

影響評価」に示す取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止の評価の変更はなく，津波防

護対策にも変更はないため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 

 

2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，漏水による浸水経路はなく，

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への漏水による浸水の可能性はな

いが，保守的な想定として，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁又は取水ピット空気抜き配

管逆止弁の動作不良による漏水を想定し，逆止弁を設置する海水ポンプ室及び循環水ポンプ室を

浸水想定範囲として設定し，防水区画である海水ポンプ室の重要な安全機能への影響を評価して

いる。漏水による海水ポンプ室への浸水量及び循環水ポンプ室への浸水量については，取水ピッ

トの時刻歴波形の水位データより算出している。 

 「2.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，取水口から取水ピットに至る系の管

路解析の入力条件となる取水口前面の時刻歴波形に北用地の残土置場等がある場合とない場合で

有意な差がないことから，取水ピットの時刻歴波形についても有意な差が生じないと考えられる。
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このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類

「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す浸水量評価の変更はな

く，重要な安全機能への影響もないため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 

 

2.4 津波による溢水の重要な安全機能への影響防止（内郭防護） 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，設計基準対処施設の津波防

護対象設備を内包する建屋及び区画から浸水防護重点化範囲を設定し，経路からの地震による溢

水に加えて津波の流入（以下「津波による溢水」という。）を考慮した浸水範囲及び浸水量を基

に，浸水防護重点化範囲に流入する可能性を評価し，浸水防護重点化範囲の境界に流入する可能

性のある経路がある場合には浸水防止設備を設置することにより，浸水対策をする設計としてい

る。具体的には，「タービン建屋内の津波による溢水」，「循環水ポンプ室内の津波による溢

水」，「非常用海水系配管（戻り管）の損傷に伴う津波による溢水」，「地下水」及び「屋外タ

ンク等の損傷による溢水」の事象を想定した浸水範囲及び浸水量により，浸水防護重点化範囲へ

の影響を評価している。想定した事象のうち，「タービン建屋内の津波による溢水」，「循環水

ポンプ室内の津波による溢水」及び「非常用海水系配管（戻り管）の損傷に伴う津波による溢水」

については，津波の流入の可能性を考慮する必要があるが，循環水系のインターロックによる循

環水ポンプ出口弁等の閉止又は津波防護施設（放水路ゲート）の閉止により，津波の流入量が

0m３となるように設計している。 

 このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書

類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す内郭防護に関わる評

価の変更はなく，津波防護対策にも変更はないため，北用地の残土置場等の設置による影響は受

けない。 

 なお，内郭防護においては，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が

設置された敷地（防潮堤内側）での津波による溢水の影響評価となることに対して，北用地の残

土置場等は防潮堤外側の設置となるため，想定する事象への影響もない。 

 

2.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能への影響防止 

(1) 非常用海水ポンプの取水性 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，取水ピットの下降側

の水位が，非常用海水ポンプの取水可能水位を下回るため，取水口前面の海中に貯留堰を設置

し，非常用海水ポンプの取水性を保持する設計としている。貯留堰は，津波高さが貯留堰天端

高さ T.P.－4.9m を下回る時間約 3 分に対して，非常用海水ポンプが 30 分以上運転を継続して

取水性を保持するために必要な容量 2,162m３以上を確保する設計としている。 

 非常用海水ポンプの取水性の評価では下降側の水位を考慮して評価する。一方，「2.1 基

本事項 (2) 入力津波の設定」に示す取水口前面の時刻歴波形については，上昇側の水位を

示しているが，下降側の水位についても上場側の水位と同様に有意な差が生じないと判断でき

る＊。このため，北用地の残土置場等がある場合においても，貯留堰の容量への変更もなく，
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工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価」に示す貯留堰の容量及び非常用海水ポンプの取水性の評価の変更もないことから，

北用地の残土置場等の設置による影響は受けない。 

＊ 東海第二発電所で考慮する基準津波の全体的な流況は，添付－3 に示すように，やや南寄

りの東側から来襲し，ほぼ逆向きに反転して引き波に転じる状況となっている。取水口前面

と敷地北側間の津波の流況についても，北用地の残土置場等がある場合とない場合で，大き

な差はない状況となっている。また，取水口前面の位置は，敷地前面東側の防潮堤の中央部

分に近い位置であり，北用地の残土置場等が設置される敷地北側からは，離れた箇所となっ

ている。これらの状況から，取水口前面の時刻歴波形（上昇側）については，敷地北側から

の引き波の影響が小さいため，差異がない挙動になっていると考察できる。下降側の水位に

おいても，上昇側の水位と同様に，敷地北側からの影響は小さいと考えられることから，時

刻歴波形の挙動には差異は生じないと判断した。 

(2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプの機能確認 

ａ．砂移動による取水口から取水ピットまでの通水性の影響確認 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-

2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，砂移動による取

水口から取水ピットまでの通水性の影響確認として，取水口前面の砂堆積による閉塞の可能

性及び取水ピットの砂堆積による非常用海水ポンプへの影響を評価している。 

 取水口前面の砂堆積厚さについては，砂移動評価の解析を実施して算定している。砂移動

評価については，解析モデルに北用地の残土置場を反映し，海底の砂に加えて，北用地の残

土置場の残土も海底の砂と同じ条件で移動するものとし，解析を実施した。（解析における

残土の粒径の設定の考え方については，添付－4 に示す。）なお，北用地の残土置場につい

ては，表層が改良土となっているため，残土が流れにくい構造となっていることから，土砂

が流れる可能性のある状態として，北用地の残土置場が崩壊した状態の解析モデルで解析を

実施する。（ただし，ＪＡＥＡ施設の防護壁がある状態で解析を実施している。） 

 解析の結果，第 2.5－1 図に示すとおり，北用地の残土置場等がある場合とない場合で，

北用地の残土置場廻りの砂の堆積の状況に差異があるが，海域の砂の堆積状況はほとんど差

がなかった。また，取水口前面の砂の堆積厚さについても，北用地の残土置場等がない場合

で 0.36m の堆積であることに対して，北用地の残土置場等がある場合でも 0.36m の堆積と，

堆積厚さの変化はないため取水口は閉塞することはなく，北用地の残土置場等の設置の影響

は受けない。 

 また，取水ピットの砂の堆積厚さは，取水口前面の砂濃度及び取水口から取水ピットに至

る系の管路解析の応答を入力条件として算定している。第 2.5－2 図に示すとおり，北用地

の残土置場等がある場合とない場合で，砂濃度に有意な差はなく，「2.1 基本事項 (2) 

入力津波の設定」に示すとおり，取水口前面の時刻歴波形に北用地の残土置場等がある場合

とない場合で有意な差がなく，管路解析の応答にも有意な差は生じないと考えられるため，

取水ピットの砂の堆積厚さにも変化はないと考えられる。このため，工事計画（平成 30 年

認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す

非常用海水ポンプの機能保持の評価と同様に，非常用海水ポンプの機能を保持できると評価
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されることから，北用地の残土置場等の設置の影響は受けない。 

ｂ．砂混入時の非常用海水ポンプの取水機能維持の確認 

 北用地の残土置場等がない場合の砂混入時の非常用海水ポンプの取水機能維持の評価とし

て，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象

設備への影響評価」に示されるとおり，ポンプの軸受への影響を評価している。砂が非常用

海水ポンプに混入した場合であっても，軸受に設けられた最小約 3.7mm の異物逃がし溝から

排出されるため，非常用海水ポンプの機能は維持できるとしている。なお，発電所周辺の砂

の平均粒径は 0.15mm で，粒径数 mm 以上の砂はごくわずかであることに加えて，粒径数 mm

以上の砂は浮遊し難いものであることを踏まえると，大きな粒径の砂はほとんど混入しない

と考えられ，非常用海水ポンプの取水機能は維持できる。 

 砂の平均粒径と非常用海水ポンプの構造（軸受の異物逃がし溝）に関わる評価であり，北

用地の残土置場等がある場合でも，粒径数 mm 以上の砂は浮遊し難いものであることを踏ま

えると，大きな粒径の砂はほとんど混入しないと考えられるため，工事計画（平成 30 年認

可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す砂

混入時の非常用海水ポンプの取水機能維持の評価の変更はなく，北用地の残土置場等の設置

の影響は受けない。 

ｃ．漂流物による取水性への影響評価 

(a) 非常用海水ポンプの取水性への影響評価 

 工事計画（平成 30 年認可）では，ＪＡＥＡ施設について，地震又は津波の波力により

損傷してがれきとなった場合には漂流する可能性があるが，設置位置及び津波の流況を考

慮すると，取水口には到達しないため，非常用海水ポンプの取水性への影響はないと評価

している。第 2.5－1表に，工事計画（平成 30年認可）でのＪＡＥＡ施設の評価（補足説

明資料より抜粋）を示す。 

 北用地の残土置場の改良土及びＪＡＥＡ施設の防護壁については，地震又は津波の波力

により損壊して漂流物となる可能性があるが，設置位置及び添付－3 に示す津波の流況を

考慮すると，工事計画（平成 30 年認可）でのＪＡＥＡ施設の評価と同様に，取水口に到

達しないと考えられることから，非常用海水ポンプの取水性に影響を与える漂流物とはな

らない。 

 また，Ｌ３施設については，廃棄物は地下に埋設され，地表面には覆土があり，さらに

は金属及びコンクリートであり浮遊することはなく，廃棄物が漂流物化することは考え難

いが，万が一，漂流することを想定した場合であっても，設置位置及び添付－3 に示す津

波の流況を考慮すると，工事計画（平成 30 年認可）でのＪＡＥＡ施設の評価と同様に，

取水口に到達しないと考えられることから，非常用海水ポンプの取水性に影響を与える漂

流物とはならない。 

 以上より，工事計画（平成 30 年認可）の評価と同様に，非常用海水ポンプの取水性へ

の影響評価の変更はなく，北用地の残土置場等の設置の影響は受けない。 

(b) 衝突荷重として用いる漂流物の選定 

 工事計画（平成 30 年認可）では，ＪＡＥＡ施設について，地震又は津波の波力により

損傷してがれきとなった場合には漂流する可能性があるが，設置位置及び津波の流況を考
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慮すると，津波防護施設（防潮堤）に到達しないと考えられることから，津波防護施設の

機能に影響を与える漂流物とはならないと評価している。第 2.5－1 表に，工事計画（平

成 30年認可）でのＪＡＥＡ施設の評価（補足説明資料より抜粋）を示す。 

 北用地の残土置場の改良土及びＪＡＥＡ施設の防護壁については，地震又は津波の波力

により損壊して漂流物となる可能性があるが，設置位置及び添付－3 に示す津波の流況を

考慮すると，工事計画（平成 30 年認可）でのＪＡＥＡ施設の評価と同様に，津波防護施

設（防潮堤）に到達しないと考えられることから，津波防護施設の機能に影響を与える漂

流物とはならない。 

 また，Ｌ３施設については，廃棄物は地下に埋設され，地表面には覆土があり，さらに

は金属及びコンクリートであり浮遊することなく，廃棄物が漂流物化することは考え難い

が，万が一，漂流することを想定した場合であっても，設置位置及び添付－3 に示す津波

の流況を考慮すると，工事計画（平成 30 年認可）でのＪＡＥＡ施設の評価と同様に，津

波防護施設（防潮堤）に到達しないと考えられることから，津波防護施設の機能に影響を

与える漂流物とはならない。 

 以上より，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津

波防護対象設備への影響評価」に示す衝突荷重として用いる漂流物として選定された総ト

ン数5トン（排水トン数15トン）の漁船，0.08トンの流木及び0.69トンの車両に変更は

ないため，北用地の残土置場等の設置に伴う影響はない。 
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（北用地の残土置場が崩壊した場合（ＪＡＥＡ施設の防護壁あり）） 

（北用地の残土置場等がない場合） 

堆積 

浸食 

取水口前面 

0.36m（堆積） 

取水口前面 

0.36m（堆積） 

第 2.5－1図 砂移動の解析結果（北用地の残土置場が崩壊した場合 

と北用地の残土置場等がない場合の比較） 
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第 2.5－2図 取水口前面の砂濃度の時刻歴波形（北用地の残土置場等がある場合 

とない場合の比較） 
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2.6 津波監視設備 

(1) 津波・構内監視カメラ 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，津波・構内監視カメ

ラは，原子炉建屋の屋上及び防潮堤の上部に設置し，津波の来襲の察知及び津波防護施設及び

浸水防止設備の状態を監視する設計としている。 

 津波の来襲の察知については，添付－3 に示すとおり，津波は敷地前面東側から来襲するこ

とから，北用地の残土置場等の設置の有無に関わらず原子炉建屋屋上の津波・構内監視カメラ

にて監視可能である。 

 津波防護施設及び浸水防止設備の状態の確認として，防潮堤の健全性の確認があるが，防潮

堤（敷地側面北側）の状態確認については，北用地の残土置場等の設置の有無に関わらず原子

炉建屋屋上の津波・構内監視カメラ並びに北東側及び北西側の防潮堤上部の津波・構内監視カ

メラにて補完しあいながら監視可能である。また，防潮堤（敷地側面北側）外側近傍の津波の

浸水及び漂流物の状況については，北用地の残土置場等の設置の有無に関わらず北東側及び北

西側の防潮堤上部の津波・構内監視カメラにて補完しあいながら監視可能である。 

 以上より，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防

護対象設備への影響評価」に示す津波・構内監視カメラの津波監視機能に対して，北用地の残

土置場等の影響はない。 

 第 2.6－1 図に，津波・構内監視カメラ及び北用地の残土置場等の配置と津波・監視カメラ

の監視範囲を示す。 

(2) 取水ピット水位計 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，取水ピット水位計は，

非常用海水ポンプの取水性を確認するため，取水ピットの下降側の津高さを計測できるように，

T.P.－7.8m～T.P.＋2.3m を計測範囲とし，中央制御室及び緊急時対策所から監視可能な設計

としている。 

 「2.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，北用地の残土置場等の設置に伴う

入力津波の変更はないことから，計測範囲の変更の必要はなく，工事計画（平成 30 年認可）

の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す取水ピッ

トの機能の変更はないため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 

(3) 潮位計 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，潮位計は，取水口付

近の上昇側の津波高さを計測できるように，T.P.－5.0m～T.P.＋20.0m を計測範囲とし，中央

制御室及び緊急時対策所から監視可能な設計としている。 

 「2.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，北用地の残土置場等の設置に伴う

入力津波の変更はないことから，計測範囲の変更の必要はなく，工事計画（平成 30 年認可）

の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す潮位計の

機能の変更はないため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 
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第 2.6－1図 津波・構内監視カメラ及び北用地の残土置場等の配置と 

津波・監視カメラの監視範囲 

（防潮堤上部の津波・構内監視カメ

ラの監視範囲） 

（原子炉建屋屋上の津波・構内監視

カメラの監視範囲） 

（津波・構内監視カメラ及び北用地の残土置場等の配置） 
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2.7 津波防護施設及び浸水防止設備の設計 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，津波防護施設及び浸水防止

設備は，参照する裕度以上となるように設計上の裕度を確保する設計としている。具体的には，

基準津波による入力津波高さに対して，参照する裕度以上の設計上の裕度を確保して津波荷重水

位を設定し，津波荷重水位に対して津波防護施設及び浸水防止設備を設計することにより，津波

防護高さ及び津波に対する強度を確保している。 

 北用地の残土置場等がある場合においても，「2.2 敷地への流入防止（外郭防護１）」及び

「2.4 津波による溢水の重要な安全機能への影響防止（内郭防護）」に示すとおり，北用地の

津波防護施設及び浸水防止設備の変更はなく，「2.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示す

とおり，入力津波の変更はないことから，津波荷重水位の設定の変更もない。また，「2.5 水

位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能への影響防止 (2) 津

波の二次的な影響による非常用海水ポンプの機能確認 ｃ．漂流物による取水性への影響評価 

(b) 衝突荷重として用いる漂流物の選定」に示されるとおり，漂流物の選定の変更はないため，

漂流物の衝突荷重の変更もない。このため，北用地の残土置場がある場合においても，工事計画

（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」

に示す防潮堤及び防潮扉の天端高さ並びに津波防護施設及び浸水防止設備の強度評価の変更はな

く，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 
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3. 重大事故等対処施設の基準津波に対する耐津波設計 

 重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。以下同じ。）は，基準津波に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

3.1 基本事項 

(1) 敷地の地形及び施設・設備並びに敷地周辺の人工構造物 

 「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.1 基本事項 (1) 敷地の地形

及び施設・設備並びに敷地周辺の人工構造物」と同じ。 

(2) 入力津波の設定 

 「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.1 基本事項 (2) 入力津波の

設定」と同じ。 

 

3.2 敷地への流入防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入防止 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，重大事故等対処施設

の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が設置される敷地の高さは，T.P.＋3m，T.P.＋8m，

T.P.＋11m，T.P.＋23m 及び T.P.＋25m となる。T.P.＋23m 及び T.P.＋25m の敷地には，基準津

波による遡上波が到達，流入しない敷地となっている。また，T.P.＋3m，T.P.＋8m 及び T.P.

＋11m の敷地には基準津波による遡上波が到達，流入するため，敷地前面東側においては天端

高さ T.P.＋20m の防潮堤及び防潮扉，敷地側面北側においては天端高さ T.P.＋18m の防潮堤，

敷地側面南側においては天端高さ T.P.＋18m の防潮堤及び防潮扉を設置することにより，基準

津波が到達，流入しない設計としている。 

 「3.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，北用地の残土置場等がある場合に

おいても，防潮堤前面の入力津波の設定の変更はない。このため，北用地の残土置場等がある

場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津

波防護対象設備への影響評価」に示す遡上波の地上部からの到達，流入防止の評価の変更はな

く，津波防護対策にも変更はないため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 

(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，津波の流入の可能性

のある経路を特定し，津波防護施設及び浸水防止設備を設置することにより，重大事故等対処

施設の津波防護対象設備を設置する敷地並びに重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画への津波の流入を防止する設計としている。 

 「3.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，北用地の残土置場等がある場合に

おいても，取水ピット，放水路ゲート設置箇所，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピッ

トの入力津波の設定の変更はない。このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工

事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への

影響評価」に示す取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止の評価の変更はなく，津波防
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護対策にも変更はないため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 

 

3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護２） 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，漏水による浸水経路はなく，

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への漏水による浸水の可能性は

ないが，保守的な想定として，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁若しくは取水ピット空気

抜き配管逆止弁又は緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止若しくは緊急用海水ポンプ室床

ドレン排出口逆止弁の動作不良による漏水を想定し，逆止弁を設置する海水ポンプ室，循環水ポ

ンプ室及び緊急用海水ポンプ室を浸水想定範囲として設定し，防水区画である海水ポンプ室及び

緊急用海水ポンプ室の重大事故等に対処するために必要な機能への影響を評価している。漏水に

よる海水ポンプ室への浸水量評価及び循環水ポンプ室への浸水量評価においては，取水ピットの

時刻歴波形より算出している。 

 「3.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，取水口から取水ピットに至る系の管

路解析の入力条件となる取水口前面の時刻歴波形に北用地の残土置場がある場合とない場合で有

意な差がないことから，取水ピットの時刻歴波形についても有意な差が生じないと考えられる。

また，漏水による緊急用海水ポンプ室への浸水量評価においては，緊急用海水ポンプピットの時

刻歴波形より算出している。「3.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，ＳＡ用海

水ピット取水塔からＳＡ用海水ピットを経て緊急用海水ポンプピットに至る系の管路解析の入力

条件となるＳＡ用海水ポンプピット取水と設置箇所の時刻歴波形に北用地の残土置場がある場合

とない場合で有意な差がないことから，緊急用海水ポンプピットの時刻歴波形についても有意な

差が生じないと考えられる。このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工事計画

（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」

に示す浸水量評価の変更はなく，重大事故等に対処するために必要な機能への影響もないため，

北用地の残土置場の設置による影響はない。 

 

3.4 津波による溢水の重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護） 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，重大事故等対処施設の津波

防護対象設備を内包する建屋及び区画から浸水防護重点化範囲を設定し，津波による溢水を考慮

した浸水範囲及び浸水量を基に，浸水防護重点化範囲に流入する可能性を評価し，浸水防護重点

化範囲の境界に流入する可能性のある経路がある場合には浸水防止設備を設置することにより，

浸水対策をする設計としている。具体的には，「タービン建屋内の津波による溢水」，「循環水

ポンプ室内の津波による溢水」，「非常用海水系配管（戻り管）の損傷に伴う津波による溢水」，

「地下水」及び「屋外タンク等の損傷による溢水」の事象を想定した浸水範囲及び浸水量により，

浸水防護重点化範囲への影響を評価している。想定した事象のうち，「タービン建屋内の津波に

よる溢水」，「循環水ポンプ室内の津波による溢水」及び「非常用海水系配管（戻り管）の損傷

に伴う津波による溢水」については，津波の流入の可能性を考慮する必要があるが，循環水系の

インターロックによる循環水ポンプ出口弁等の閉止又は津波防護施設（放水路ゲート）の閉止に
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より，津波の流入量が 0m３となるように設計している。 

 このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書

類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す内郭防護に関わる評

価の変更はなく，北用地の残土置場等の設置による影響は受けない。 

 なお，内郭防護においては，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

が設置された敷地（防潮堤内側）での津波による溢水の影響評価となることに対して，北用地の

残土置場等は防潮堤外側の設置となるため，想定する事象への影響はない。 

 

3.5 水位変動に伴う取水性低下及び二次的な影響による重大事故等に対処するために必要な機能

への影響防止 

(1) 非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの取水性 

 非常用海水ポンプの取水性は，「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 

2.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能への影響防止 

(1) 非常用海水ポンプの取水性」と同じ。 

 緊急用海水ポンプの水位変動に伴う取水性の評価については，「4. 重大事故等対処施設の

敷地に遡上する津波に対する耐津波設計」にて評価する。 

(2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの機能確認 

ａ．砂移動による取水口から取水ピットまでの通水性の影響確認 

 「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.5 水位変動に伴う取水性低

下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響

による非常用海水ポンプの機能確認 ａ．砂移動による取水口から取水ピットまでの通水性

の影響確認」と同じ。 

ｂ．砂移動によるＳＡ用海水ピット取水塔から緊急用海水ポンプピットまでの通水性の影響確

認 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-

2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，ＳＡ用海水ピッ

ト取水塔から緊急用海水ポンプピットまでの通水性については，ＳＡ用海水ピット取水塔，

ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの砂の堆積厚さを確認し，閉塞の可能性がな

いことにより評価している。 

 ＳＡ用海水ピット取水塔，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの砂の堆積厚さ

は，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所の砂濃度及びＳＡ用海水ピット取水塔からＳＡ用海水

ピットを経て緊急用海水ポンプピットに至る系の管路解析の応答を入力条件として算定して

いる。第 3.5－1 図に示すとおり，北用地の残土置場等がある場合とない場合で，ＳＡ用海

水ピット取水塔設置箇所の砂移動解析による堆積厚さの差は，数 mm とわずかであるため，

砂濃度も有意な差がないと考えられる。また，「3.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に

示すとおり，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所の時刻歴波形に北用地の残土置場等がある場

合とない場合で有意な差がなく，管路解析の応答にも有意な差は生じないと考えられる。こ

れらのことから，ＳＡ用海水ピット取水塔，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピット

の砂の堆積厚さにも有意な変化はないと考えられる。このため，北用地の残土置場等がある
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場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による

津波防護対象設備への影響評価」に示す緊急用海水ポンプの機能保持の評価と同様に，緊急

用海水ポンプの機能を保持できると評価されることから，北用地の残土置場等の影響は受け

ない。 

ｃ．砂混入時の非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの取水機能維持の確認 

 非常用海水ポンプの取水機能維持の確認は，「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する

耐津波設計 2.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機

能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプの機能確認 ｂ．砂混

入時の非常用海水ポンプの取水機能維持の確認」と同じ。 

 北用地の残土置場等がない場合の砂混入時の緊急用海水ポンプの取水機能維持についても，

非常用海水ポンプと同様に，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力

津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，ポンプの軸受への影響を評

価している。砂が緊急用海水ポンプに混入した場合であっても，軸受に設けられた最小約

3.7mm の異物逃がし溝から排出されるため，緊急用海水ポンプの機能は維持できるとしてい

る。なお，発電所周辺の砂の平均粒径は 0.15mm で，粒径数 mm 以上の砂はごくわずかである

ことに加えて，粒径数 mm 以上の砂は浮遊し難いものであることを踏まえると，大きな粒径

の砂はほとんど混入しないと考えられ，緊急用海水ポンプの取水機能は維持できる。 

 砂の平均粒径と緊急用海水ポンプの構造（軸受の異物逃がし溝）に関わる評価であり，北

用地の残土置場等がある場合でも，粒径数 mm 以上の砂は浮遊し難いものであることを踏ま

えると，大きな粒径の砂はほとんど混入しないと考えられるため，工事計画（平成 30 年認

可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す砂

混入時の緊急用海水ポンプの取水機能維持の評価の変更はなく，北用地の残土置場等の設置

の影響は受けない。 

ｄ．漂流物による取水性への影響評価 

(a) 非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの取水性への影響評価 

 漂流物による非常用海水ポンプの取水性への影響評価は，「2. 設計基準対象施設の基

準津波に対する耐津波設計 2.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響に

よる重要な安全機能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプの

機能確認 ｃ．漂流物による取水性への影響評価 (a) 非常用海水ポンプの取水性への

影響評価」と同じ。 

 漂流物による緊急用海水ポンプの取水性への影響についても，非常用海水ポンプの取水

性の評価と同様に，北用地の残土置場の改良土及びＪＡＥＡ施設の防護壁のがれき化によ

る漂流物並びにＬ３施設の埋設された廃棄物による漂流物は，設置位置及び添付－3 に示

す津波の流況を考慮すると，ＳＡ用海水ピット取水塔に到達しないと考えられることから，

緊急用海水ポンプの取水性に影響を与える漂流物とはならない。このため，工事計画（平

成 30 年認可）の評価と同様に，緊急用海水ポンプの取水性への影響評価の変更はなく，

北用地の残土置場等の設置の影響は受けない。 

(b) 衝突荷重として用いる漂流物の設定 

 「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.5 水位変動に伴う取水性
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低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能への影響防止 (2) 津波の二次的な

影響による非常用海水ポンプの機能確認 ｃ．漂流物による取水性への影響評価 (b) 

衝突荷重として用いる漂流物の選定」と同じ。 
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0.012 -0.238 0.234 0.247 0.255 -0.263 -1.321 -1.436 -1.436 -1.453 -1.330

0.199 0.218 0.234 0.243 0.253 0.354 -0.494 -1.594 -1.576 -1.570 -1.554

0.184 0.192 0.218 0.232 0.256 0.349 0.424 -0.570 -0.325 -1.489 -1.643

0.197 0.211 0.222 0.211 0.232 0.225 0.209 0.483 -0.304 -1.317 -1.401

0.174 0.185 0.197 0.210 0.090 0.094 0.228 0.512 -0.201 -0.882 -1.261

0.135 0.142 0.151 0.208 0.053 0.060 0.294 0.405 -0.076 -0.636 -1.408

0.087 0.091 0.105 0.080 0.134 0.247 0.303 0.405 0.071 -0.365 -1.266

0.125 0.159 0.178 0.149 0.178 0.279 0.433 0.606 0.318 -0.026 -1.062

-0.146 -0.138 -0.132 -0.130 -0.071 0.057 0.270 0.482 0.605 0.290 0.000

-0.364 -0.143 -0.068 0.031 0.145 0.191 0.363 0.460 0.506 0.590 0.024

-0.682 -0.311 -0.369 -0.228 -0.261 -0.368 -0.378 0.002 0.007 0.033 0.010

（北用地の残土置場がない場合） 

-0.029 -0.285 0.227 0.240 0.248 -0.330 -1.362 -1.484 -1.491 -1.482 -1.385

0.192 0.211 0.227 0.236 0.246 0.262 -0.539 -1.658 -1.669 -1.601 -1.606

0.171 0.184 0.207 0.219 0.239 0.241 0.356 -0.631 -0.430 -1.482 -1.647

0.186 0.200 0.211 0.197 0.220 0.215 0.186 0.383 -0.376 -1.228 -1.398

0.164 0.175 0.186 0.198 0.083 0.088 0.191 0.436 -0.202 -0.931 -1.311

0.125 0.132 0.142 0.197 0.050 0.055 0.277 0.418 -0.080 -0.681 -1.398

0.083 0.086 0.094 0.076 0.123 0.233 0.323 0.397 0.069 -0.363 -1.242

0.137 0.173 0.186 0.156 0.185 0.299 0.449 0.610 0.319 -0.043 -1.064

-0.144 -0.134 -0.124 -0.116 -0.061 0.070 0.270 0.497 0.618 0.280 0.000

-0.367 -0.155 -0.063 0.030 0.099 0.188 0.329 0.476 0.514 0.593 0.024

-0.685 -0.298 -0.359 -0.239 -0.229 -0.335 -0.375 0.002 0.008 0.033 0.011

（北用地の残土置場が崩壊した場合（ＪＡＥＡ施設の防護壁あり）） 

第 3.5－1図 ＳＡ用海水ピット取水塔廻りの砂の堆積厚さ（北用地の残土置場等がある場合 

と北用地の残土置場が崩壊した場合の比較） 

＊各セルの数値は，砂の堆積厚さ及び浸食厚さを示す。（プラスは堆積，マイナスは浸食を示す。）

ＳＡ用海水ピット取水塔

設置箇所 

0.050m～0.088m 

ＳＡ用海水ピット取水塔

設置箇所 

0.053m～0.094m 

41



 

39 

3.6 津波監視設備 

(1) 津波・構内監視カメラ 

 「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.6 津波監視設備 (1) 津波・

構内監視カメラ」と同じ。 

(2) 取水ピット水位計 

 「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.6 津波監視設備 (2) 取水ピ

ット水位計」と同じ。 

(3) 潮位計 

 「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.6 津波監視設備 (3) 潮位計」

と同じ。 

 

3.7 津波防護施設及び浸水防止設備の設計 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，津波防護施設及び浸水防止

設備は，参照する裕度以上となるように設計上の裕度を確保する設計としている。具体的には，

基準津波による入力津波高さに対して，参照する裕度以上の設計上の裕度を確保して津波荷重水

位を設定し，津波荷重水位に対して津波防護施設及び浸水防止設備を設計することにより，津波

防護高さ及び津波に対する強度を確保している。 

 北用地の残土置場等がある場合においても，「3.2 敷地への流入防止（外郭防護１）」及び

「3.4 津波による溢水の重要な安全機能への影響防止（内郭防護）」に示すとおり，北用地の

残土置場等の設置に伴う津波防護施設及び浸水防止設備の変更はなく，「3.1 基本事項 (2) 

入力津波の設定」に示すとおり，入力津波の変更はないことから，津波荷重水位の設定の変更も

ない。また，「3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重大事故等に対

処するために必要な機能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ及び

緊急用海水ポンプの機能確認 ｄ．漂流物による取水性への影響評価 (b) 衝突荷重として用

いる漂流物の選定」に示されるとおり，漂流物の選定の変更はないため，漂流物の衝突荷重の変

更もない。このため，北用地の残土置場がある場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の

添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す防潮堤及び防

潮扉の天端高さ並びに津波防護施設及び浸水防止設備の強度評価の変更はなく，北用地の残土置

場等の設置による影響はない。 
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4. 重大事故等対処施設の敷地に遡上する津波に対する耐津波設計 

 東海第二発電所の重大事故等対処施設は，技術基準規則第 54 条において，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の仕様条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮できることが要求されていることから，環境条件のうち自然

現象のひとつである津波について，基準津波を超えるような津波として，防潮堤を超えて敷地に

遡上するような津波（以下「敷地に遡上する津波」という。）を考慮する。このため，重大事故

等対処施設は，基準津波に対する防護に加えて，敷地に遡上する津波に対しても防護し，重大事

故等に対処するために必要な機能が損なうおそれがない設計とする。 

 

4.1 基本事項 

(1) 敷地の地形及び施設・設備並びに敷地周辺の人工構造物 

 「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.1 基本事項 (1) 敷地の地形

及び施設・設備並びに敷地周辺の人工構造物」と同じ。 

(2) 入力津波の設定 

ａ．考慮事項 

 敷地に遡上する津波は，確率論的リスク評価において全炉心損傷頻度に対して津波のリス

クが有意となる津波として，防潮堤前面において T.P.＋24m（防潮堤を鉛直無限高さとした

ときの駆け上がり高さ）となるように設定している。このため，工事計画（平成 30 年認可）

の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」では，以下に示すように，解析の初期潮位と

して設定する条件及び防潮堤内側の人工構造物のみを考慮して解析を実施している。 

 水位変動のうち，朔望平均満潮については，解析の初期潮位として設定する条件となるた

め，T.P.＋0.61m を考慮する。潮位のばらつきについては，解析の初期潮位として設定する

条件とはならないため考慮しない。 

 地殻変動については，解析の初期潮位として設定する条件となるため，茨城県沖からプレ

ート間に想定される地震による広域的な地殻変動量として 0.46m の沈降と広域的な余効変動

を含む 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変動量として 0.2m の沈降を考慮している。 

 地盤変状については，解析の初期潮位として設定する条件とはならないため，基準地震動

Ｓｓに伴う地盤沈下は考慮しない。 

 津波高さに影響を及ぼす可能性のある人工構造物のうち，防潮堤外側の東海港，茨城港日

立港区及び茨城港常陸那珂港区の防波堤については，基準地震動Ｓｓにより損傷することを

前提として，防波堤がない状態で防潮堤前面において T.P.＋24m となるように設定している。

防潮堤内側の人工構造物である東海発電所に人工構造物については，段階的に廃止措置（撤

去）される予定であり，東海発電所の人工構造物がある場合とない場合の両方の状態が考え

られる。このため，東海発電所の人工構造物の有無を考慮する。 

 なお，敷地に遡上する津波については，防潮堤前面において T.P.＋24m となるように設定

する津波となるため，上昇側のみの設定とする。 

 第 4.1－1 表に，入力津波の設定での考慮事項の一覧を示す。 
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第 4.1－1表 入力津波の設定での考慮事項 

項目 上昇側 

水位変動 

朔望平均潮位 考慮する 

満潮位 T.P.＋0.61m 

潮位のばらつき 考慮しない 

地殻変動 

茨城県沖から房総沖に想定するプレート間地

震に想定される広域的な地殻変動量 

考慮する 

0.46m の沈降 

広域的な地殻変動を含む 2011 年東北地方太平

洋沖地震による地殻変動量 

考慮する 

0.2m の沈降 

地盤変状 
基準地震動Ｓｓに伴う地盤変状 考慮しない 

地盤変状（沈下）なし 

人工構造物 

東海港，茨城港日立港区及び茨城港常陸那珂

港区の防波堤 

考慮しない 

防波堤なし 

東海発電所の人工構造物 考慮する 

人工構造物の有無 

 

ｂ．遡上解析モデル 

 遡上解析モデルについては，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入

力津波の設定」によるものとする。 

 ただし，北用地の残土置場等については，「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐

津波設計 2.1 基本事項 (2) 入力津波の設定 ｂ．遡上解析モデル」と同じ。 

ｃ．敷地周辺の遡上・浸水域の評価 

 北用地の残土置場等がない場合は，工事計画（平成 30年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

3 入力津波の設定」に示すとおり，防潮堤を超え，T.P.＋8m の敷地の大部分に遡上して，

原子炉建屋，タービン建屋，排気筒等の周辺が浸水する。また，T.P.＋11m 以上の敷地には，

津波の到達，流入はない。 

 北用地の残土置場等がある場合の遡上解析結果は，北用地の残土置場及びＪＡＥＡ施設の

防護壁の東側の最大水位上昇量が高くなる傾向となった。これに伴い防潮堤前面（敷地側面

北側）の最大水位も高くなり，T.P.＋16.67m となったが，北用地の残土置場等がない場合

と同様に，敷地側面北側では防潮堤を超える水位とはならなかった。なお，敷地前面東側及

び敷地側面南側の最大水位上昇量分布の傾向が同じであり，防潮堤前面（敷地前面東側）及

び防潮堤前面（敷地側面南側）の水位も変わりなく，北用地の残土置場等の影響を受けてい

ない結果となった。また，防潮堤内側については，北用地の残土置場等がない場合と同様に，

T.P.＋8m の敷地の大部分に浸水し，T.P.＋11m 以上の敷地への津波の到達，流入はない結果

となった。 

 北用地の残土置場が崩壊した場合の遡上解析結果は，北用地の残土置場及びＪＡＥＡ施設

の防護壁の東側の最大水位上昇量が高くなる傾向となった。これに伴い防潮堤前面（敷地側

面北側）の最大水位も高くなり，T.P.＋16.65m となったが，北用地の残土置場等がない場

44



 

42 

合と同様に，敷地側面北側では防潮堤を超える水位とはならなかった。なお，敷地前面東側

及び敷地側面南側の最大水位上昇量分布の傾向が同じであり，防潮堤前面（敷地前面東側）

及び防潮堤前面（敷地側面南側）の水位も変わりなく，北用地の残土置場等の影響を受けて

いない結果となった。また，防潮堤内側については，北用地の残土置場等がない場合と同様

に，T.P.＋8m の敷地の大部分に浸水し，T.P.＋11m 以上の敷地への津波の到達，流入はない

結果となった。 

 遡上解析結果として，第 4.1－1 図に北用地の残土置場等がある場合とない場合，第 4.1

－2 図に北用地の残土置場が崩壊した場合と北用地の残土置場等がない場合を比較する形で，

最大水位上昇量分布及び防潮堤沿いの水位を示す。 

 津波の流速は，北用地の残土置場等がある場合は，敷地前面海域では最大流速 7.35m／s，

防潮堤近傍では敷地側面北側で最大流速 14.23m／s となり，北用地の残土置場等がない場合

と変化がなく，15.0m／s の設定の変更の必要は生じず，北用地の残土置場等の影響を受け

ない結果となった。また，北用地の残土置場が崩壊した場合においても，敷地前面海域では

最大流速 7.34m／s，防潮堤近傍では敷地側面北側で最大流速 14.23m／s となり，北用地の

残土置場等がない場合とわずかな差はあるが有意な変化がなく，15.0m／s の設定の変更の

必要は生じず，北用地の残土置場等の影響を受けない結果となった。第 4.1－3 図に，最大

流速の発生位置を示す。 

 なお，北用地の残土置場等がある場合，北用地の残土置場が崩壊した場合とも，北用地の

残土置場等がない場合と同じく，津波が久慈川流域及び新川流域に沿って遡上するが，防潮

堤内側への流入はなく，河川からの廻り込みによる影響はない結果となった。 

 添付－3 に，北用地の残土置場等がない場合とある場合及び北用地の残土置場が崩壊した

場合の流速ベクトル分布を示す。 

 

  

45



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ：北用地の残土置場等がない場合 

   ：北用地の残土置場等がある場合 

T.P.＋16.67m
T.P.＋23.45m T.P.＋20.51m

T.P.＋15.13m

T.P.＋23.45m 
T.P.＋20.51m

敷地側面北側 敷地側面南側 敷地前面東側 

第 4.1－1図 遡上解析結果（北用地の残土置場等がある場合とない場合の比較） 

（北用地の残土置場等がある場合） （北用地の残土置場等がない場合） 
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   ：北用地の残土置場等がない場合 

   ：北用地の残土置場等がある場合 

T.P.＋16.65m
T.P.＋23.45m T.P.＋20.51m

T.P.＋15.13m

T.P.＋23.45m 
T.P.＋20.51m

敷地側面北側 敷地側面南側 敷地前面東側 

第 4.1－2図 遡上解析結果（北用地の残土置場が崩壊した場合 

と北用地の残土置場等がない場合の比較） 

（北用地の残土置場が崩壊した場合） （北用地の残土置場等がない場合） 
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第 4.1－3図 津波の最大流速の発生位置 

（敷地前面） 

（防潮堤近傍） 

・：津波の流速の評価位置 

北用地の残土置場等がない場合 ：7.35m／s 

北用地の残土置場等がある場合 ：7.35m／s 

北用地の残土置場が崩壊した場合：7.34m／s 

北用地の残土置場等がない場合 ：14.23m／s

北用地の残土置場等がある場合 ：14.23m／s

北用地の残土置場が崩壊した場合：14.23m／s
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ｄ．入力津波の設定 

(a) 遡上波による入力津波 

 北用地の残土置場等がない場合の防潮堤外側の遡上波による入力津波は，工事計画（平

成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」に示すとおり，防潮堤前面

（敷地前面東側）で，最高水位 T.P.＋23.45m となったことから，T.P.＋23.45m 以上とな

るように，防潮堤前面（敷地前面東側），防潮堤前面（敷地側面北側）及び防潮堤前面

（敷地側面南側）の 3 つの区間とも一律に T.P.＋24.0m と設定している。 

 北用地の残土置場等がある場合及び北用地の残土置場が崩壊した場合の防潮堤外側の津

波高さについても，北用地の残土置場等がない場合と同様に，防潮堤前面（敷地前面東側）

で最大水位 T.P.＋23.45m となった。このため，北用地の残土置場等がない場合に設定し

た入力津波高さ T.P.＋24.0m 以下となり，入力津波高さの設定には北用地の残土置場等の

影響はない。 

 第 4.1－2 表に，防潮堤外側の入力津波高さと各遡上解析結果の一覧を示す。また，第

4.1－4図に，防潮堤前面（敷地前面東側）の時刻歴波形を示す。 

 北用地の残土置場がない場合の防潮堤内側の遡上波による入力津波は，工事計画（平成

30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」に示すとおり，東海発電所の

人工構造物の有無を考慮したうえで，入力津波の設定位置で 0.2m～0.5m の浸水深となっ

たことから，それぞれの入力津波の設定位置における浸水深の数値計算上の不確かさを考

慮して，いずれの入力津波の設定位置においても一律に 1.0m の浸水深としている。 

 北用地の残土残土置場等がある場合と北用地の残土置場が崩壊した場合の遡上解析結果

は，第 4.1－1 図及び第 4.1－2 図に示すとおり，北用地の残土置場等がない場合と同様

に，敷地側面北側では津波は防潮堤を超えず，敷地前面東側及び敷地側面南側の防潮堤を

超えるとともに，防潮堤前面（敷地前面南側）の端部を回り込み，防潮堤内側の敷地に浸

水する結果となる。また，敷地前面東側及び敷地側面南側の最大水位上昇量分布の傾向が

同じであり，防潮堤前面（敷地前面東側）及び防潮堤前面（敷地側面南側）の水位も変わ

りなく，北用地の残土置場等の影響を受けていない結果となった。このため，北用地の残

土残土置場等がある場合と北用地の残土置場が崩壊した場合でも防潮堤内側の入力津波の

設定箇所における浸水に変化はないと考えられることから，防潮堤内側の入力津波の設定

への影響もないと考えられる。 
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第 4.1－2表 防潮堤外側の入力津波高さと各遡上解析結果の一覧 

 北用地の残土置

場等がない場合 

北用地の残土置

場等がある場合 

北用地の残土置場

が崩壊した場合 
入力津波 

防潮堤前面（敷

地前面東側） 

T.P.＋23.45m T.P.＋23.45m T.P.＋23.45m 
T.P.＋24.0m 

（変更なし） 

防潮堤前面（敷

地側面北側） 

防潮堤前面（敷

地側面南側） 

＊ 記載した数値は，朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m，茨城県沖から房総沖におけるプレート間に想

定される地震による広域的な地殻変動量（沈降）0.46m 及び広域的な余効変動を含む 2011 年東

北地方太平洋沖地震による地殻変動量（沈降）0.2m を考慮している。 
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T.P.＋23.45m(36 分 42 秒) 

［T.P.＋23.45m］＊  ＜ ［T.P.＋24.0m］ 

［T.P.＋23.45m］＊  ＜ ［T.P.＋24.0m］ 

（北用地の残土置場等がある場合） 

（北用地の残土置場が崩壊した場合） 

＊ 朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m，広域的な余効変動を含む 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変

動量（沈降）0.2m 及び茨城県沖から房総沖におけるプレート間に想定される地震による広域的な地殻

変動量（沈降）0.46m を考慮している。 

第 4.1－4図 敷地に遡上する津波の防潮堤前面の時刻歴波形 

時間（分） 

（北用地の残土置場等がない場合） 
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T.P.＋23.45m(36 分 42 秒) 
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(b) 経路からの津波による入力津波 

 北用地の残土置場等がない場合の経路からの津波による入力津波については，工事計画

（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-3 入力津波の設定」に示されるとおり，流

入経路を特定し，その流入経路の前面において，遡上解析により算定した津波高さを入力

条件として，閉水路及び管路において非定常管路流の連続式及び運動方程式を使用した管

路解析により算定する。 

 具体的には，取水ピットの津波高さについては，取水口から取水ピットに至る系をモデ

ル化し，取水口前面の津波高さを入力条件として算定している。放水路ゲート設置箇所の

津波高さについては，放水口から放水路ゲートに至る系をモデル化し，放水口前面の津波

高さを入力条件として算定している。ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの津

波高さは，ＳＡ用海水ピット取水塔からＳＡ用海水ピットを経て緊急用海水ポンプピット

に至る系をモデル化し，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所の津波高さを入力条件として算

定している。 

 このため，管路解析の入力条件となる取水口前面，放水口前面及びＳＡ用海水ピット取

水塔設置箇所の津波高さに対して，北用地の残土置場等がある場合とない場合の比較をす

ることにより，経路からの津波による入力津波への影響を確認する。 

 第 4.1－3 表に示すとおり，取水口前面，放水口前面，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇

所とも，遡上解析により算定した津波高さの最高水位には変化がなく，第 4.1－5 図に示

すとおり，時刻歴波形の挙動に有意な変化はないことから，管路解析により算定した取水

ピット，放水路ゲート設置箇所，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットへの津波

高さへの影響はないと考えられる。このため，北用地の残土置場等による取水ピット，放

水路ゲート設置箇所，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットの入力津波高さへの

影響はないものと考える。 

 

第 4.1－3表 管路解析における各入力箇所の最高水位 

管路解析の入力箇所 
北用地の残土置場等 

がない場合 

北用地の残土置場等 

がある場合 

取水口前面 T.P.＋19.9m T.P.＋19.9m 

放水口前面 T.P.＋18.9m T.P.＋18.9m 

ＳＡ用海水ポンプピット設置箇所 T.P.＋21.9m T.P.＋21.9m 

＊ 記載した最高水位は，朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m，広域的な余効変動を含む 2011 年東北地

方太平洋沖地震による地殻変動量（沈降）0.2m 及び茨城県沖から房総沖におけるプレート間に

想定される地震による広域的な地殻変動量（沈降）0.46m 及び潮位のばらつき 0.18m を考慮して

いる。 
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（取水路前面） 

（放水路前面） 

（ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所） 
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：北用地の残土置場等がない場合 

：北用地の残土置場等がある場合 

第 4.1－5図 北用地の残土置場等がある場合とない場合の時刻歴波形の比較 
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4.2 敷地への流入防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入防止 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，敷地に遡上する津波

に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が設置される敷地の高さは，T.P.＋8m，

T.P.＋11m，T.P.＋23m 及び T.P.＋25m となる。T.P.＋11m，T.P.＋23m 及び T.P.＋25m の敷地

には，敷地に遡上する津波が到達，流入しない敷地となっている。また，T.P.＋8m の敷地に

は敷地に遡上する津波が到達して浸水するため，敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設

備を内包する建屋及び区画の境界に津波防護施設及び浸水防止設備を設置し，建屋及び区画内

への津波の流入を防止する設計としている。 

 「4.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，北用地の残土置場等がある場合に

おいても，防潮堤前面及び防潮堤内側の入力津波の設定の変更はない。このため，北用地の残

土置場等がある場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入

力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す敷地に遡上する津波に対する津波防護対

象設備を内包する建屋及び区画への流入防止の評価の変更はなく，津波防護対策にも変更はな

いため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 

(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，津波の流入の可能性

のある経路を特定し，津波防護施設及び浸水防止設備を設置することにより，敷地に遡上する

津波に対する津波防護対象設備を設置する敷地並びに敷地に遡上する津波に対する津波防護対

象設備を内包する建屋及び区画への津波の流入を防止する設計としている。 

 「4.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，北用地の残土置場等がある場合に

おいても，取水ピット，放水路ゲート設置箇所，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピッ

トの入力津波の設定の変更はない。このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工

事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への

影響評価」に示す取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止の評価の変更はなく，津波防

護対策にも変更はないため，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 

 

4.3 漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護２） 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，漏水による浸水経路はなく，

敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への漏水による浸水の可

能性はないが，保守的な想定として，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止又は緊急用海

水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁の動作不良による漏水を想定し，逆止弁を設置する緊急用海水

ポンプ室を浸水想定範囲として設定し，防水区画である緊急用海水ポンプ室の重大事故等に対処

するために必要な機能への影響を評価している。漏水による緊急用海水ポンプ室への浸水量評価

においては，緊急用海水系の時刻歴波形より算出している。 

 「4.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，ＳＡ用海水ピット取水塔からＳＡ用
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海水ピットを経て緊急用海水ポンプピットに至る系の管路解析の入力条件となるＳＡ用海水ポン

プピット取水と設置箇所の時刻歴波形に北用地の残土置場がある場合とない場合で有意な差がな

いことから，緊急用海水ポンプピットの時刻歴波形についても有意な差が生じないと考えられる。

このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類

「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す浸水量評価の変更はな

く，重大事故等に対処するために必要な機能への影響もないため，北用地の残土置場の設置によ

る影響はない。 

 

4.4 津波による溢水の重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護） 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，敷地に遡上する津波に対す

る津波防護対象設備を内包する建屋及び区画から浸水防護重点化範囲を設定し，津波による溢水

を考慮した浸水範囲及び浸水量を基に，浸水防護重点化範囲に流入する可能性を評価し，浸水防

護重点化範囲の境界に流入する可能性のある経路がある場合には浸水防止設備を設置することに

より，浸水対策をする設計としている。具体的には，「タービン建屋内の津波による溢水」，

「循環水ポンプ室内の津波による溢水」，「非常用海水系配管（戻り管）の損傷に伴う津波によ

る溢水」，「地下水」及び「屋外タンク等の損傷による溢水」の事象を想定した浸水範囲及び浸

水量により，浸水防護重点化範囲への影響を評価している。想定した事象のうち，「タービン建

屋内の津波による溢水」，「循環水ポンプ室内の津波による溢水」及び「非常用海水系配管（戻

り管）の損傷に伴う津波による溢水」については，津波の流入の可能性を考慮する必要があるが，

循環水系のインターロックによる循環水ポンプ出口弁等の閉止又は津波防護施設（放水路ゲート）

の閉止により，津波の流入量が 0m３となるように設計している。 

 このため，北用地の残土置場等がある場合においても，工事計画（平成 30 年認可）の添付書

類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す内郭防護に関わる評

価の変更はなく，北用地の残土置場等の設置による影響は受けない。 

 なお，内郭防護においては，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

が設置された敷地（防潮堤内側）での津波による溢水の影響評価となることに対して，北用地の

残土置場等は防潮堤外側の設置となるため，想定する事象への影響はない。 

 

4.5 水位変動に伴う取水性低下及び二次的な影響による重大事故等に対処するために必要な機能

への影響防止 

(1) 緊急用海水ポンプの取水性 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-

4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，ＳＡ用海水ピット取

水塔からＳＡ用海水ピット経て緊急用海水ポンプピットに至る系の保有水にて緊急用海水ポン

プの運転が 30 分以上継続できる設計となっている。これに対して，海水を取水するＳＡ用海

水ピット取水塔設置箇所の津波の水位が天端高さ T.P.－2.2m を下回る時間は最大で約 10 分で

あることから，緊急用海水ポンプの取水性への影響がないことを確認している。 

 北用地の残土置場等がある場合においても，「4.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示
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すとおり，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所の時刻歴波形に有意な変化がないことから，工事

計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影

響評価」に示す緊急用海水ポンプの取水性の評価は変わりなく，北用地の残土置場等の影響は

ない。 

(2) 津波の二次的な影響による緊急用海水ポンプの機能確認 

ａ．砂移動によるＳＡ用海水ピット取水塔から緊急用海水ポンプピットまでの通水性の影響確

認 

 北用地の残土置場等がある場合においても，「4.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に

示すとおり，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所の時刻歴波形に有意な変化がないことから，

「3. 重大事故等対処施設の基準津波に対する耐津波設計 3.5 水位変動に伴う取水性低

下及び二次的な影響による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 (2) 津

波の二次的な影響による非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの機能確認 ｂ．砂移動に

よるＳＡ海水ピット取水塔から緊急用海水ポンプピットまでの通水性の影響確認」での基準

津波に対する評価と同様に，ＳＡ用海水ピット取水塔設置箇所の砂堆積への影響はわずかで

あると考えられ，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ピットの砂の堆積厚さにも有意な変化は

ないと判断する。 

ｃ．砂混入時の緊急用海水ポンプの取水機能維持の確認 

 緊急用海水ポンプの取水機能維持の確認は，「3. 重大事故等対処施設の基準津波に対す

る耐津波設計 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び二次的な影響による重大事故等に対処

するために必要な機能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ及

び緊急用海水ポンプの機能確認 ｃ．砂混入時の非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの

取水機能維持の確認」と同じ。 

ｄ．漂流物による取水性への影響評価 

(a) 緊急用海水ポンプの取水性への影響評価 

 漂流物による緊急用海水ポンプの取水性への影響評価は，「3. 重大事故等対処施設の

基準津波に対する耐津波設計 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響

による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響

による非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの機能確認 ｄ．漂流物による取水性への

影響評価 (a) 非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの取水性への影響評価」と同じ。 

 漂流物による緊急用海水ポンプの取水性への影響評価は，「3. 重大事故等対処施設の

基準津波に対する耐津波設計 3.5 水位変動に伴う取水性低下及び二次的な影響による

重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響による

非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの機能確認 ｄ．漂流物による取水性への影響評

価 (a) 非常用海水ポンプ及び緊急用海水ポンプの取水性への影響評価」での評価と同

様に，北用地の残土置場の改良土及びＪＡＥＡ施設の防護壁のがれき化による漂流物並び

にＬ３施設の埋設された廃棄物による漂流物は，設置位置及び添付－3 に示す津波の流況

を考慮すると，ＳＡ用海水ピット取水塔に到達しないと考えられることから，緊急用海水

ポンプの取水性に影響を与える漂流物とはならない。このため，工事計画（平成 30 年認

可）の評価と同様に，緊急用海水ポンプの取水性への影響評価の変更はなく，北用地の残
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土置場等の設置の影響は受けない。 

(b) 衝突荷重として用いる漂流物の設定 

 防潮堤外側の衝突荷重として用いる漂流物の選定については，「2. 設計基準対象施設

の基準津波に対する耐津波設計 2.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影

響による重要な安全機能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響による非常用海水ポン

プの機能確認 ｃ．漂流物による取水性への影響評価 (b) 衝突荷重として用いる漂流

物の選定」と同じ。 

 また，「4.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，敷地側面北側では北用

地の残土置場等がある場合においても，津波が防潮堤を超えないことから，防潮堤内側の

衝突荷重として用いる漂流物の選定には影響しない。 

 

4.6 津波監視設備 

 重大事故等対処施設の敷地に遡上する津波に対する防護における津波監視設備は，設計基準対

象施設における津波防護で用いる津波監視設備のうち，津波・構内監視カメラ及び潮位計と同じ

ものを用いる。このため，「2. 設計基準対象施設の基準津波に対する耐津波設計 2.6 津波

監視設備 (1) 津波・構内監視カメラ，(3) 潮位計」と同じになる。 

 

4.7 津波防護施設及び浸水防止設備の設計 

 北用地の残土置場等がない場合には，工事計画（平成 30 年認可）の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 

入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示されるとおり，津波防護施設及び浸水防止

設備は，敷地に遡上する津波による入力津波高さ以上となるように津波荷重水位を設定し，津波

荷重水位に対して津波防護施設及び浸水防止設備を設計することにより，津波防護高さ及び津波

に対する強度を確保している。 

 北用地の残土置場等がある場合においても，「4.2 敷地への流入防止（外郭防護１）」及び

「4.3 津波による溢水の重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護）」

に示すとおり，北用地の残土置場等の設置に伴う津波防護施設及び浸水防止設備の変更はなく，

「4.1 基本事項 (2) 入力津波の設定」に示すとおり，入力津波の変更はないことから，津波

荷重水位の設定の変更もない。また，「4.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影

響による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 (2) 津波の二次的な影響によ

る緊急用海水ポンプの機能確認 ｄ．漂流物による取水性への影響評価 (b) 衝突荷重として

用いる漂流物の選定」に示されるとおり，漂流物の選定の変更はないため，漂流物の衝突荷重の

変更もない。このため，北用地の残土置場がある場合においても，工事計画（平成 30 年認可）

の添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示す津波防護施

設及び浸水防止設備の強度評価の変更はなく，北用地の残土置場等の設置による影響はない。 
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5. 特定重大事故等対処施設の基準津波に対する耐津波設計 

 特定重大事故等対処施設は，基準津波に対して，原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

 

5.1 基本事項 

(1) 敷地の地形及び施設・設備並びに敷地周辺の人工構造物 

ａ．敷地の地形及び施設・設備 

 

ｂ．敷地周辺の人工構造物 

(2) 入力津波の設定 

 

 

5.2 敷地への流入防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入防止 
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(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

 

5.3 津波による溢水の原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して

その重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（内郭防護） 

，

 

5.4 水位変動に伴う二次的な影響による原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 
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5.5 津波監視設備 

 

5.6 基準津波を一定程度超える津波に対する頑健性確保 

 

5.7 津波防護施設及び浸水防止設備の設計 

，
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，
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6. 添付資料 

添付－1 北用地の残土置場等の解析モデルへの反映状況について 

添付－2 北用地の残土置場が崩壊した場合の形状について 

添付－3 北用地の残土置場等がない場合，北用地の残土置場等がある場合及び北用地の残

土置場が崩壊した場合の流速ベクトル分布について 

添付－4 砂移動評価の解析における北用地の残土置場の粒径について 
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添付 1－1 

添付－1 

 

北用地の残土置場等の解析モデルへの反映状況について 

 

 第 2.1－1 図に示される北用地の残土置場，ＪＡＥＡ施設とその防護壁及びＬ３施設について，

第 2.1－2 図に示される解析モデルへの反映状況を以下のとおり確認し，適切な解析モデルとなっ

ていることを確認した。 

 

(1) 北用地の残土置場 

 北用地の残土置場の平面の形状については，解析モデルの格子間隔に合わせて適切な形状に

モデル化されている。また，北用地の残土置場の天端高さについては，第2.1－1図では約T.P.

＋27mとなっていることに対して，第2.1－2図の解析モデルでは，約T.P.＋26mと低い天端高

さでモデル化されているが，北用地の残土置場周辺の遡上波の高さは T.P.＋6.0m～T.P.＋

16.0m であり，津波高さ以上の高さまでモデル化されているため，適切に解析モデルに反映さ

れている。 

 また，崩壊した場合の平面の形状については，添付－2 に示す崩壊後の土砂の到達距離約

44m に対して，解析モデルの格子間隔を考慮して 40m の広がりをもった形状でモデル化されて

おり，適切に解析モデルに反映されている。 

(2) ＪＡＥＡ施設及び防護壁 

 ＪＡＥＡ施設のうち，廃棄物保管棟・Ⅰ及び廃棄物保管棟・Ⅱの平面の形状については，解

析モデルの格子間隔に合わせて適切な形状にモデル化されている。廃棄物保管棟・Ⅰ及び廃棄

物保管棟・Ⅱの天端高さは，T.P.＋20m 以上の建屋となっていることに対して，解析モデルで

は約 T.P.＋24.5m でモデル化されており，ＪＡＥＡ施設周辺の遡上波の高さは T.P.＋7.0m～

T.P.＋14.0m でありることから，津波高さ以上の高さまでモデル化されているため，適切に解

析モデルに反映されている。なお，保管廃棄物施設・ＮＬについては，地上から約 1m の高さ

であるが，防護壁内側の施設であり，防護壁より低いため，津波の遡上に対しては影響が小さ

いと判断しモデル化していない。 

 ＪＡＥＡ施設の防護壁の平面の形状については，解析モデルの格子間隔に合わせて適切な形

状にモデル化されている。ＪＡＥＡ施設の防護壁の天端高さについては，第2.1－1図ではT.P.

＋10.6m，T.P.＋9.6m及びT.P.＋9.1mとなっているが，解析モデルでは一律に約T.P.＋12mと

高い天端高さでモデル化されている。しかし，第 2.1－4 図及びに示されるとおり，東側の海

域から襲来し遡上する津波せき止める効果があり，防護壁の天端高さが高い方が津波高さが高

くなる傾向であると考えられることから，保守的な評価となる形状でモデル化されていると判

断した。 

(3) Ｌ３施設 

 Ｌ３施設の平面の形状については，解析モデルの格子間隔に合わせて適切な形状にモデル化

されている。また，Ｌ３施設の北側において，敷地高さから 2m 高くモデル化されており，覆

土の天端高さについても，適切に解析モデルに反映されている。 
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添付 2－1 

添付－2 

 

北用地の残土置場が崩壊した場合の形状について 

 

 北用地の残土置場については，基準地震動Ｓｓに対する耐性を有していないため，遡上解析では

北用地の残土置場がある場合とない場合に加えて，崩壊した場合についても実施する。北用地の残

土置場が崩壊した場合の形状の考え方について，以下に示す。 

 北用地の残土置場が崩壊した場合の形状については、斜面崩壊時の土砂到達距離の検討での考え

方を踏襲して設定する。 

 斜面崩壊時の土砂到達距離については，「原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技

術（（社）土木学会，2009 年）」及び「土質工学ハンドブック（（社）土質工学会，1990 年）」

では斜面高さの1.4倍，「土木工学ハンドブック（社）土木学会，1989年）」では斜面高さの0.55

～0.79 倍，「土砂災害防止法」及び「宅地防災マニュアルの解説（宅地防災研究会，2007 年）」

では斜面高さの 2 倍としている。 

 以上の斜面崩壊時の土砂到達距離の考えを考慮して，解析モデルに反映する形状としては，斜面

の上部が土砂到達距離と同じ距離で削られ，斜面の下部に堆積する形状とする。（第 1 図参照）ま

た，遡上解析において，北用地の残土置場の形状の影響を比較するために，北用地の残土置場があ

る場合とない場合の中間の三角形に近い形状となるように，土砂の到達距離が斜面高さの 2 倍とな

る形状を採用し，解析モデルに反映する。（第 2図参照） 

 なお，重大事故時のアクセスルートの確保の検討では，安全側に道路への影響が大きくなるよう

に，斜面高さの 2 倍の土砂到達距離を採用して評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜面高さ

土砂到達距離 

崩壊前 

崩壊後

土砂到達距離 

と同じ距離 

第 1 図 斜面崩壊の土砂到達距離を考慮した形状の設定 
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添付 3－1 

添付－3 

 

北用地の残土置場等がない場合，北用地の残土置場等がある場合 

及び北用地の残土置場が崩壊した場合の流速ベクトル分布について 

 

 基準津波の遡上解析結果として，北用地の残土置場等がない場合とある場合及び北用地の残土置

場が崩壊した場合の流速ベクトル分布図を第 1 表に示す。 

また，敷地に遡上する津波の遡上解析結果として，北用地の残土置場等がない場合とある場合及

び北用地の残土置場が崩壊した場合の流速ベクトル分布図を第 2表に示す。 
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添付 3－2 

第 1 表 基準津波の遡上解析結果（流速ベクトル分布）（1／3） 

経過時間 北用地の残土置場等がない場合 北用地の残土置場等がある場合 北用地の残土置場が崩壊した場合 

34.0 分後 
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添付 3－3 

第 1 表 基準津波の遡上解析結果（流速ベクトル分布）（2／3） 

経過時間 北用地の残土置場等がない場合 北用地の残土置場等がある場合 北用地の残土置場が崩壊した場合 

37.5 分後 
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添付 3－4 

第 1 表 基準津波の遡上解析結果（流速ベクトル分布）（3／3） 

経過時間 北用地の残土置場等がない場合 北用地の残土置場等がある場合 北用地の残土置場が崩壊した場合 

40.0 分後 
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添付 3－5 

第 2 表 敷地に遡上する津波の遡上解析結果（流速ベクトル分布）（1／4） 

経過時間 北用地の残土置場等がない場合 北用地の残土置場等がある場合 北用地の残土置場が崩壊した場合 

33.5 分後 
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添付 3－6 

第 2 表 敷地に遡上する津波の遡上解析結果（流速ベクトル分布）（2／4） 

経過時間 北用地の残土置場等がない場合 北用地の残土置場等がある場合 北用地の残土置場が崩壊した場合 

36.5 分後 
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添付 3－7 

第 2 表 敷地に遡上する津波の遡上解析結果（流速ベクトル分布）（3／4） 

経過時間 北用地の残土置場等がない場合 北用地の残土置場等がある場合 北用地の残土置場が崩壊した場合 

38.5 分後 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敷地周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電所拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敷地周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電所拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敷地周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電所拡大） 

39.5 分後 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敷地周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電所拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敷地周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電所拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敷地周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電所拡大） 

 

72



 

添付 3－8 

第 2 表 敷地に遡上する津波の遡上解析結果（流速ベクトル分布）（4／4） 

経過時間 北用地の残土置場等がない場合 北用地の残土置場等がある場合 北用地の残土置場が崩壊した場合 

41.5 分後 
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添付 4－1 

添付－4 

 

砂移動評価の解析における北用地の残土置場の粒径について 

 

 北用地の残土置場を反映した砂移動評価においては，残土の粒径を海底砂の粒径と同じ D50 相当

（0.15mm）と設定して，解析を実施している。以下に，残土の粒径の設定の考え方を示す。 

 

 海底砂の平均粒径については，工事計画（平成 30 年認可）と同様に，東海第二発電所廻りの海

域の試料採取の結果を踏まえて，D50 相当（0.15mm）と設定している。一方，北用地の残土置場の

残土については，残土の試料採取による分析を実施していないことから，安全側の設定となるよう

に，以下の考え方で設定する。 

 工事計画（平成 30 年認可）では，砂移動の解析における海底砂の粒径として設定した D50 相当

（0.15mm）を基本ケースとして，基本ケースより粒径が小さいケース D10 相当（0.10mm）及び基本

ケースより粒径が大きいケース D90相当（1.8mm）での解析を行い粒径の違いによる影響を確認して

いる。第 1図の解析結果に示されるとおり，東海港の港湾及び周辺海域の砂の堆積状況については

差異がみられるものの，非常用海水ポンプの取水性に影響する取水口前面における堆積厚さについ

ては，基本ケースが最も大きくなる結果となった。 

 以上に示した状況を考慮すると，北用地の残土置場の残土も含めて，D50 相当（0.15mm）の粒径

で砂移動の解析を実施することは，非常用海水ポンプの取水性を安全側に評価する観点から妥当で

あると判断した。 
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